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中
　
川
　
和
　
彦

　
　
　
　
　
」

　
わ
が
商
法
の
下
で
は
、
現
在
、
株
式
会
社
の
業
務
監
査
は
取
締
役
会
に
よ
り
、
会
計
監
査
は
監
査
役
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
前
で
は
、
わ
が
商
法
は
取
締
役
会
・
代
表
取
締
役
の
制
度
を
採
用
し
て
お
ら
ず
、
監
査
役

は
業
務
監
査
お
よ
び
会
計
監
査
の
両
者
を
担
当
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
最
近
企
図
さ
れ
て
い
る
商
法
の
改
正
案
で
は
、
再

び
監
査
役
の
業
務
監
査
権
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
わ
が
商
法
を
例
に
と
っ
て
も
、
監
査
役
の
権
限
の
範
囲
は
決
し
て
一
定
で
は
な
く
、
比
較
法
的
に
見
て
も
、
監
査
機

関
の
構
成
な
ど
、
各
国
の
監
査
制
度
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
商
法
（
現
行
の
）
に
は
監
査
役
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
規
定
が
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
一
年
の
株
式
会

　
　
　
ス
ペ
イ
ン
株
式
法
に
お
け
る
会
計
監
査
役
制
度
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社
法
に
初
め
て
会
計
監
査
役
が
規
定
さ
れ
た
。
会
計
監
査
役
は
も
っ
ぱ
ら
計
算
書
類
の
監
査
を
職
務
と
し
、
一
見
、
わ
が
商
法
の
現

在
の
監
査
役
に
類
似
す
る
が
、
そ
の
選
任
に
つ
き
、
場
合
に
よ
り
、
公
認
会
計
士
を
会
計
監
査
役
に
任
命
す
る
権
利
を
少
数
株
主

に
、
与
え
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
と
同
様
の
事
情
、
す
な
わ
ち
、
会
計
監
査
役
は
取
締
役
の
一
味
徒
党
で
あ
る
、
あ
る
い
は
会
計
に
関

す
る
専
門
的
知
識
に
乏
し
い
、
な
ど
の
非
難
を
回
避
す
る
た
め
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
株
式
会
社
法
起
草
者
の
苦
心
は
実

を
結
ん
で
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
種
々
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
ス
ぺ
イ
ン
株
式
会
社
法
の
会
計
監
査
役
の
制
度
を
紹
介
し
な
が
ら
、
若
干
の
考
察
を
試
み
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
二

　
ス
ペ
イ
ン
の
現
行
商
法
典
は
一
八
八
五
年
法
典
で
あ
る
。
こ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
の
商
法
典
と
し
て
は
第
二
次
の
も
の
で
、
そ
の
初
の

一
八
二
九
年
法
典
に
代
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
八
五
年
法
典
で
は
、
会
社
は
第
二
篇
「
商
の
特
別
契
約
に
つ
い
て
」
の
第
一
章
「
会
社
に
つ
い
て
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た

が
、
株
式
会
社
に
関
す
る
法
条
は
そ
の
う
ち
の
わ
ず
か
二
〇
余
力
条
に
す
ぎ
ず
、
株
式
会
社
の
機
関
と
し
て
、
株
主
総
会
（
?
n
g

Q
e
n
e
l
t
∽
o
･
i
）
お
よ
び
取
締
役
（
a
d
m
'
n
r
一
μ
d
R
e
'
）
の
二
つ
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
監
査
役
に
つ
い
て
は
何
ん
ら
規
定

が
お
か
れ
な
か
っ
た
（
一
八
二
九
年
法
典
が
株
式
会
社
の
記
立
に
つ
き
免
許
主
義
を
と
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
八
八
五
年
法
典
が
準
則
主
義
の

立
場
に
た
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
。
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し
た
が
っ
て
、
会
社
の
業
務
な
い
し
会
計
に
対
す
る
監
督
・
監
査
は
個
々
の
株
主
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
他
た
く
、
八
五
年
法
典

に
は
「
株
式
会
社
の
社
員
ま
た
は
株
主
は
、
そ
の
定
款
お
よ
び
規
則
の
定
め
る
時
期
か
つ
形
式
に
よ
ら
な
い
限
り
、
会
社
の
経
営
を

監
査
し
、
ま
た
は
そ
れ
に
関
す
る
検
査
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
（
一
五
八
条
）
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
八
八
五
年
法
典
の
株
式
会
社
に
関
す
る
規
定
は
、
監
査
制
度
に
限
ら
ず
、
不
備
で
あ
り
、
改
正
の
企
て
が

何
回
か
あ
り
、
改
正
草
案
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
種
々
の
事
情
で
改
正
が
実
現
し
な
い
ま
ま
、
一
九
五
一
年
株
式
会
社

法
の
制
定
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

　
一
　
一
九
五
一
年
株
式
会
社
法
は
、
正
確
に
は
、
「
一
九
五
一
年
七
月
一
七
日
付
株
式
会
社
の
法
律
制
度
に
関
す
る
法
律
」
（
L
e
y

ｄ
ｅ
Ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
　
Ｊ
ｕ
ｒ
ｉ
ｄ
ｉ
ｃ
ｏ
　
ｄ
ｅ
Ｆ
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｄ
ａ
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｎ
ｏ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
ｓ
ｄ
Ｑ
芯
ｄ
Ｑ
？
Ｆ
ｄ
ｅ
１
９
５
１
）
と
い
い
、
九
章
一
七
一
ヵ
条
か
ら
な
る
。
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会
計
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査
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制
度

　
次
に
、
一
九
五
一
年
株
式
会
社
法
の
若
干
の
点
、
特
に
機
関
の
構
成
を
簡
単
に
素
推
し
て
お
こ
う
。

　
　
（
１
）
　
ス
ペ
イ
ン
株
式
会
社
法
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ス
ベ
イ
ン
会
社
法
」
『
海
外
商
事
法
務
』
二
一
号
、
「
ス
ぺ
イ
ン
株
式
会
社
法
」

　
　
　
　
　
『
株
式
会
社
法
辞
典
』
（
昭
四
五
　
同
文
館
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
二
　
株
式
会
社
法
は
第
一
条
で
、
株
式
会
社
を
定
義
し
て
、
有
限
責
任
の
原
則
と
資
本
会
社
で
あ
る
こ
と
を
明
定
す
る
一
方
、
会

社
を
契
約
と
す
る
一
八
八
五
年
商
法
典
の
立
場
を
放
棄
す
る
。

　
設
立
に
つ
き
準
則
主
義
を
と
る
が
、
資
本
金
の
最
低
額
を
五
〇
〇
万
ペ
セ
タ
（
邦
貨
約
三
〇
〇
〇
万
円
。
た
だ
し
、
一
九
六
八
年
法
律

第
八
四
号
に
よ
り
五
〇
〇
〇
万
ペ
セ
タ
ー
邦
貨
約
三
億
円
に
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
）
と
定
め
、
資
本
金
が
こ
の
金
額
を
超
え
、
か
つ
有
限

責
任
形
態
を
と
る
場
合
、
必
ず
株
式
会
社
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
四
条
）
。
こ
れ
は
有
限
責
任
会
社
の
資
本
金
の
最
高

額
を
五
〇
〇
万
ペ
セ
タ
（
現
在
五
〇
〇
〇
万
ペ
セ
タ
に
引
上
げ
）
と
す
る
規
定
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
株
主
の
最
低
数
に
つ
い
て
株
式
会
社
法
に
は
規
定
が
な
い
が
、
同
時
設
立
（
発
起
設
立
）
の
場
合
、
発
起
人
（
ｒ
ｎ
ｌ
ｄ
ｏ
ｒ
ｅ
∽
）
は
少
な

く
と
も
三
名
を
要
す
る
（
一
〇
条
）
。
ま
た
、
株
主
が
一
名
と
な
る
こ
と
は
会
社
の
解
散
事
由
か
ら
は
ぶ
か
れ
て
い
る
。

　
三
　
株
式
会
社
法
は
、
第
四
章
を
会
社
の
機
関
と
し
、
株
主
総
会
お
よ
び
取
締
役
に
関
す
る
規
定
を
収
め
る
。
監
査
機
関
と
し
て

会
計
監
査
役
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
貸
借
対
照
表
の
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
株
主
総
会
（
ｊ
ｕ
ｎ
ｔ
ａ
ｇ
ｅ
ｏ
ｅ
ｒ
Ｌ
）
は
、
他
の
す
べ
て
の
機
関
に
優
越
し
（
選
任
・
解
任
権
を
有
す
る
）
、
か
つ
会
社
の
一
切
の
重
要
事

項
の
決
定
権
を
有
す
る
意
味
に
お
い
て
、
会
社
の
最
高
機
関
で
札
付
、
そ
の
意
思
の
決
定
に
お
い
て
多
数
決
を
原
則
と
す
る
（
四
八

条
）
し
か
し
、
そ
の
権
限
は
無
限
で
は
な
く
、
「
総
会
の
権
限
に
固
有
の
事
項
」
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
（
四
八
条
一
項
）
、
法
文
上
、

最
高
機
関
の
文
言
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
権
限
は
、
一
つ
に
は
、
取
締
役
に
固
有
の
権
限
（
七
三
条
、
七
六
条
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参
照
）
に
よ
り
、
二
つ
に
は
、
法
令
、
定
款
な
ど
に
よ
り
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
１
）
　
同
旨
、
G
a
r
r
i
g
u
e
s
｡

J
o
a
q
u
i
n
｡
C
u
r
s
o

d
e

D
e
r
e
c
h
o

M
e
r
c
a
n
t
i
l
｡

T
o
m
o

I
｡

5
a
.

e
d
i
c
i
o
n
『
e
v
i
s
a
d
a
｡

c
o
r
r
e
g
{
d
a
y

　
　
　
　
　
p
u
e
s
t
a

a
l
d
i
a

p
o
r

A
l
b
e
r
t
o
B
e
r
c
o
v
i
t
z
｡

1
9
6
8
｡

M
a
d
r
i
d
｡
p
'
4
0
4
･

　
四
　
株
式
会
社
法
は
取
締
役
の
員
数
を
特
定
せ
ず
、
ま
た
、
取
締
役
会
制
度
の
採
用
を
原
則
と
し
て
義
務
づ
け
て
い
な
い
の
で
、

経
営
制
度
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
の
一
つ
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
単
一
取
締
役
の
場
合

　
第
二
に
、
個
別
的
に
業
務
を
執
行
す
る
数
名
の
取
締
役
の
場
合

　
第
三
に
、
会
社
の
経
営
が
数
名
の
取
締
役
に
共
同
的
に
委
ね
ら
れ
る
場
合
。
こ
の
場
合
、
取
締
役
会
が
必
ら
ず
設
置
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
（
七
三
条
）
。

　
実
際
に
は
、
主
と
し
て
第
三
の
形
態
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
取
締
役
の
法
的
地
位
に
つ
き
、
従
来
、
商
法
典
は
委
任
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、
株
式
会
社
法
は
、
第
四
章
の
表
題
「
会
社
の

機
関
に
つ
い
て
」
の
如
く
、
機
関
と
し
、
学
説
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

　
取
締
役
の
被
選
資
格
と
し
て
、
株
式
会
社
法
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
株
主
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
、
と

す
る
（
七
一
条
）
。
こ
の
他
、
欠
格
者
と
し
て
、
禁
治
産
者
、
未
復
権
の
破
産
者
、
公
職
就
任
禁
止
の
刑
の
宣
告
を
受
け
た
者
、
法
令

　
・
会
社
の
規
定
の
重
大
な
不
遵
守
に
よ
る
訴
追
を
受
け
て
い
る
者
、
職
務
の
理
由
に
よ
り
商
に
従
事
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
、
な

ら
び
に
、
当
該
会
社
の
事
業
活
動
に
関
係
あ
る
公
務
員
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
八
二
条
）
。

　
取
締
役
の
選
任
は
無
論
株
主
総
会
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
が
、
票
決
に
際
し
て
、
比
例
代
表
制
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
（
七
一
条
）
。
少
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ス
ペ
イ
ン
株
式
法
に
お
け
る
会
計
監
査
役
割
度

数
株
主
の
保
護
の
た
め
と
い
う
。

　
取
締
役
の
職
務
権
限
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
業
務
執
行
お
よ
び
会
社
の
代
表
で
あ
り
、
取
締
役
会
が
お
か
れ
る
場
合
、
取
締
役
会

自
体
の
職
務
執
行
を
規
正
し
９
ｅ
ｇ
ロ
Ｆ
）
、
執
行
委
員
会
（
ｃ
ｏ
ｌ
茫
ｎ
ｅ
ｔ
２
ｔ
｛
ｖ
Ｑ
｝
ま
た
は
』
名
も
し
く
は
数
名
の
代
表
取
締
役

｛
ｃ
ｏ
Ｍ
ｅ
首
ｏ
り
ｅ
｝
ｅ
ｇ
乱
ｏ
）
を
指
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
七
条
）
。

　
さ
ら
に
、
実
際
に
は
、
大
規
模
の
株
式
会
社
で
は
取
締
役
会
が
監
査
機
関
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
四

　
会
計
監
査
役
は
第
六
章
「
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
」
の
第
一
〇
八
条
お
よ
び
第
一
〇
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
そ
の
法
条

を
か
か
げ
よ
う
。

第
一
〇
八
条

　
①
　
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
の
配
当
に
関
す
る
議
案
お
よ
び
営
業
報
告
書
は
会
計
監
査
役
で
あ
る
株
主
（
一
ｏ
∽
ａ
ｃ
ｃ
ｉ
ｏ
-
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ｎ
回
ａ
；
Ｑ
～
ｏ
ｒ
ａ
ふ
ｅ
２
ｅ
ｏ
ｔ
ａ
昌
の
監
査
（
e
x
a
m
e
n
）
お
よ
び
親
告
に
什
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
会
計
監
査
役
は
、
最
高
一
カ

月
の
期
間
内
に
、
書
面
に
よ
り
ー
、
そ
の
承
認
を
提
案
し
、
ま
た
は
適
当
と
す
る
意
見
（
r
e
p
a
r
o
s
）
を
作
成
す
る
。
会
計
監
査
役
は
、

そ
の
業
務
を
実
施
す
る
た
め
、
自
か
ら
ま
た
は
専
門
家
と
共
同
し
て
、
最
大
限
に
す
べ
て
の
先
行
事
例
9
n
t
g
e
d
Q
n
t
e
昌
を
調
査
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
会
計
監
査
後
も
、
専
門
家
も
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
、
そ
の
他
の
株
主
ま
た
は
第
三
者
に
、
個
々
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
取
締
役
は
、
会
計
監
査
役
の
監
査
が
会
社
の
利
益
を
重
大
に
危
く
す
る
、
例
外
的
に
重
大
な
場

合
に
限
り
、
監
査
権
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
　
会
計
監
査
役
は
、
取
締
役
会
（
c
o
n
亙
o
d
Q
y
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
o
n
）
に
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
年
度
の
計
算
書
類
（
Ｆ

り
u
e
ﾛ
ぼ
）
を
承
認
す
る
総
会
に
よ
り
、
２
名
の
正
監
査
役
（
p
r
o
p
｡
e
μ
r
r
）
お
よ
び
２
名
の
補
充
監
査
役
（
∽
u
p
l
e
n
t
e
∽
）
が
選
任
さ

れ
、
次
年
度
の
計
算
書
類
が
承
認
さ
れ
る
時
ま
で
そ
の
職
務
を
停
止
し
な
い
も
の
と
す
る
。
会
計
監
査
役
の
選
任
に
お
い
て
、
株
主

の
投
票
が
満
場
一
致
で
な
い
場
合
、
少
数
派
が
払
込
資
本
金
の
少
な
く
と
も
一
〇
分
の
一
を
代
表
し
て
い
る
と
き
に
限
り
、
少
数
派

は
一
名
の
正
監
査
役
お
よ
び
一
名
の
補
充
監
査
役
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
正
監
査
役
お
よ
び
補
充
監
査
役
の
任
命
は
、

少
数
派
内
部
で
多
数
決
に
よ
る
も
の
と
し
、
必
ら
ず
、
株
主
に
あ
ら
ざ
る
、
公
認
会
計
士
協
会
（
{
a
t
回
ぢ
d
e
c
e
n
S
r
e
s

J
u
r
a
d
o
s
}

の
で
員
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
者
は
、
そ
の
専
門
的
報
告
を
一
通
、
取
締
役
会
会
長
に
、
他
の
一
通
を
そ
の
選
任
議

案
の
筆
頭
署
名
者
、
ま
た
は
投
票
が
書
面
に
よ
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
議
案
に
投
票
し
た
者
の
う
ち
の
最
大
株
主
に
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。
そ
の
職
務
の
執
行
に
お
い
て
、
会
計
監
査
後
は
、
自
か
ら
、
会
計
帳
簿
（
r
c
o
n
t
g
E
d
L
）
、
な
ら
び
に
会
計
上
の
事
実

に
関
す
る
す
べ
て
の
書
類
お
よ
び
先
行
事
例
を
監
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
報
告
書
は
、
総
会
の
別
段
の
明
示
の
決

議
が
な
い
限
り
、
貸
借
対
照
表
、
お
よ
び
損
益
計
算
書
中
に
記
載
さ
れ
た
資
料
の
正
確
さ
お
よ
び
真
実
さ
、
な
ら
び
に
、
会
社
が
該
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年
度
中
に
と
っ
た
評
価
お
よ
び
減
価
償
却
の
基
準
に
の
み
言
及
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
九
条

　
例
外
的
に
、
か
つ
払
込
資
本
金
の
少
な
く
と
も
三
分
の
一
を
代
表
す
る
株
主
の
請
求
に
よ
り
、
い
か
な
る
時
で
も
、
監
査
に
委
ね

ら
れ
る
事
件
ま
た
は
異
例
を
解
明
す
る
た
め
、
監
査
役
は
特
別
監
査
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
五

　
一
　
会
計
監
査
役
は
株
主
か
ら
選
任
さ
れ
、
計
算
書
類
の
監
査
を
職
務
と
し
、
法
文
上
明
文
の
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
会
社
の

機
関
の
一
つ
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
の
ほ
か
に
業
務
監
査
お
よ
び
会
計
監
査
に
あ
た
る
も
の
は
株
式
会
社
法
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な

い
。

　
ス
ペ
イ
ン
法
上
の
会
計
監
査
役
制
度
の
特
色
の
一
つ
は
、
そ
の
選
任
に
際
し
て
、
株
主
間
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、
場
合
に

よ
り
少
数
株
主
に
公
認
会
計
士
を
会
計
監
査
役
に
任
命
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
株
式
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会
社
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
の
外
部
監
査
が
強
制
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
株
式
会
社
法
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
九
六
四

年
四
月
三
〇
日
付
命
令
第
二
一
条
に
よ
り
、
取
引
所
に
有
価
証
券
を
上
場
し
て
い
る
株
式
会
社
は
公
認
会
計
士
の
監
査
を
受
け
た

報
告
書
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
を
証
券
取
引
所
理
事
会
{
}
u
n
t
a

S
i
n
d
i
c
a
l
d
e
'
C
o
{
e
g
{
o
d
e
y
g
e
n
t
a
d
Q
C
Q
m
r
o
y

B
F
a
｝
に
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
と
会
計
監
査
役
に
よ
る
監
査
の
調

整
の
問
題
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
二
　
会
計
監
査
役
は
、
年
度
計
算
書
類
を
承
認
す
る
総
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
、
次
年
度
の
計
算
書
類
が
承
認
さ
れ
る
時
ま
で
、
そ

の
職
に
と
ど
ま
る
。
他
の
機
関
に
よ
る
選
任
は
許
さ
れ
な
い
。
会
計
監
査
役
は
株
主
認
会
に
従
属
す
る
機
関
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
選
任
は
総
会
出
席
者
の
投
票
に
よ
る
が
、
多
数
決
の
原
則
は
適
用
さ
れ
ず
、
次
の
方
法
に
よ
る
。

　
第
一
に
、
選
任
に
つ
き
株
主
間
の
意
見
が
」
致
す
る
場
合
、
こ
の
場
合
、
２
名
の
正
監
査
役
と
２
名
の
補
充
監
査
役
が
選
出
さ
れ

る
・
こ
の
場
合
の
監
査
役
を
a
c
c
i
ｏ
n
i
s
t
a
s
　
c
e
n
s
ｏ
r
e
s
d
e
c
u
e
n
t
a
s
（
株
主
会
計
監
査
役
）
と
い
う
。

　
第
二
に
、
株
主
間
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
で
、
こ
の
場
合
、
払
込
資
本
の
一
〇
分
の
一
を
代
表
す
る
少
数
株
主
が
一
名
の
正

監
査
役
と
一
名
の
補
充
監
査
役
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
監
査
役
は
株
主
の
中
か
ら
で
は
な
く
、
公
認
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会
計
士
協
会
（
{
n
R
t
u
t
o
d
e
C
e
n
s
o
r
e
s

T
u
r
a
d
o
s
d
e
C
ﾛ
e
n
t
Q
s
｝
の
一
員
が
任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
監
査
役

の
員
数
に
つ
き
法
文
上
明
文
の
規
定
が
な
い
が
、
多
数
株
主
か
ら
二
名
、
少
数
株
主
か
ら
一
名
選
出
ま
た
は
任
命
さ
れ
る
と
、
解
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
会
計
監
査
役
の
選
任
に
つ
き
ス
ペ
イ
ン
法
が
少
数
株
主
の
参
加
を
認
め
る
立
場
を
と
っ
た
こ
と
は
監
査
役
が
取
締

役
と
選
出
母
体
を
共
通
に
す
る
、
一
味
徒
党
で
あ
る
、
と
い
う
非
難
を
な
く
す
た
め
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
数

株
主
が
作
為
的
に
少
数
株
主
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
少
数
株
主
の
会
計
士
監
査
役
任
命
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
権
利
の
濫
用
の
法

理
を
適
用
し
、
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
の
い
く
つ
か
の
判
決
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
〇
年
三
月
二
九
目
付
判
決
に
よ
れ
ば
、
議
決

権
数
二
九
九
九
票
の
株
式
会
社
の
株
主
総
会
に
お
け
る
多
数
派
・
少
数
派
の
従
来
の
分
布
が
二
一
五
九
票
対
八
四
〇
票
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
、
あ
る
総
会
の
会
計
監
査
役
の
選
任
決
議
に
お
い
て
、
選
任
議
案
の
賛
成
に
一
三
一
七
票
の
み
が
投
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
総

議
決
権
数
二
九
九
九
票
の
過
半
数
は
一
五
〇
〇
票
、
こ
れ
を
二
九
九
九
九
票
か
ら
差
引
く
と
一
四
九
九
票
、
こ
れ
の
過
半
数
は
七
五

〇
票
。
と
こ
ろ
が
、
少
数
派
の
従
来
の
議
決
権
は
八
四
〇
票
で
あ
り
、
七
五
〇
票
よ
り
多
く
、
計
算
上
、
八
四
〇
票
を
も
つ
少
数
派

は
会
計
監
査
役
を
一
名
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
た
筈
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
多
数
派
は
、
少
数
株
主
の
監
査
役
選
任
権
も
行
使
し

よ
う
と
、
策
を
こ
う
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
が
総
会
決
議
取
消
し
の
事
由
の
一
つ
と
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
容
認
し
た

の
で
あ
る
。

　
ス
ペ
イ
ン
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
後
も
、
同
旨
の
判
決
を
下
し
て
い
る
（
一
九
六
一
年
一
一
月
四
日
付
判
決
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
一

　
　
　
　
（
７
）

六
日
付
判
決
）
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
会
計
監
査
役
に
は
、
株
主
間
の
意
見
一
致
の
上
で
、
ま
た
は
多
数
派
株
主
か
ら
選
任
さ
れ
る
も
の
と
、
少
数
株

主
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
会
計
士
監
査
役
の
二
者
が
存
す
る
。
そ
の
権
限
の
範
囲
は
、
後
述
す
る
如
く
、
異
な
る
。

　
三
　
会
計
監
査
役
は
、
株
主
監
査
役
で
あ
る
と
、
会
計
士
監
査
役
で
あ
る
こ
と
を
問
わ
ず
、
取
締
役
会
に
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
（
一
〇
八
条
二
項
）
。
会
計
監
査
役
の
独
立
性
を
守
る
た
め
で
八
八
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
会
秘
書
役
｛
a
e
c
r
a
t
R
o
d
e
}
c
o
n
‐

l
o
）
を
会
計
監
査
役
に
任
命
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
（
同
旨
、
ス
ペ
イ
ン
最
高
裁
判
所
一
九
六
二
年
一
月
二
二
日
付

判
決
）
。

　
こ
の
他
に
兼
職
禁
止
な
ど
の
欠
格
事
由
の
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
会
計
監
査
役
も
会
社
の
機
関
で
あ
る
以
上
、
原
則
と
し
て
、

取
締
法
の
被
選
資
格
な
い
し
欠
格
事
由
に
関
す
る
規
定
（
前
述
）
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
問
題
と
し
て
は
、
株
主
が
少
数
で
、
ほ
ぼ
全
員
が
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
よ
う
な
中
小
企
業
（
s
c
r
d
a
d
e
･
∃
o
d
e
'
E
）
な
い

　
　
　
　
ス
ペ
イ
ン
株
式
法
に
お
け
る
会
計
監
査
役
制
度
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し
同
族
会
社
9
o
c
i
e
d
a
d
e
sd
e
'
n
d
o
}
e
f
目
白
F
）
に
お
い
て
、
会
計
監
査
役
の
選
任
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
株

式
会
社
法
の
施
行
の
当
初
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
同
一
人
が
株
主
と
取
締
役
の
地
位
を
兼

ね
る
こ
と
に
な
り
、
監
査
機
関
を
設
置
す
る
理
由
が
な
く
な
る
、
と
説
か
れ
る
（
同
旨
、
最
高
裁
判
所
一
九
五
七
年
三
月
三
一
日
判
決
）
。
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四
　
前
述
の
如
く
、
会
計
監
査
役
は
、
前
年
度
の
計
算
書
類
を
承
認
す
る
総
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
、
次
年
度
の
計
算
書
類
が
承
認

さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
任
期
は
ま
る
一
会
社
年
度
に
お
よ
ぶ
こ
と
に
な
る
。
会
社
年
度
（
e
j
e
r
c
i
-

c
i
os
o
c
i
a
l
）
は
、
定
款
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
が
、
規
定
の
な
い
場
合
、
毎
年
一
二
月
三
一
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
（
一
〇
二
条
）
。

　
し
か
し
、
実
際
で
は
、
そ
の
職
務
は
、
そ
の
会
計
年
度
の
計
算
書
類
の
承
認
の
時
期
に
集
中
さ
れ
る
。

　
な
お
、
任
期
中
に
、
正
監
査
役
が
何
ん
ら
か
の
事
由
で
執
務
不
能
と
な
る
場
合
、
補
充
監
査
役
が
代
っ
て
執
務
す
る
こ
と
に
心
心
。

　
　
（
１
）
　
｛
｝
ａ
『
ｒ
｛
ｇ
ｕ
ｅ
ｓ
。
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
ｉ
ｏ
｡
　
Ｔ
ｏ
ｍ
ｏ
　
Ｉ
Ｉ
｡
　
ｐ
.
　
４
１
４
.

　
五
　
会
計
監
査
役
の
解
任
の
可
能
性
に
つ
き
、
法
文
上
明
文
の
規
定
は
な
く
、
学
説
は
賛
否
両
論
に
わ
か
れ
る
。

　
ス
ペ
イ
ン
商
法
学
の
泰
斗
ガ
リ
ー
ゲ
ズ
教
授
は
、
会
計
監
査
役
の
解
任
は
理
論
上
可
能
で
あ
る
が
、
解
任
は
特
別
総
会
に
お
い
て

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
け
だ
し
、
次
期
普
通
総
会
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
会
計
監
査
役
と
し
て
の
職
務
を
勤
め
る

と
、
解
任
の
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
ビ
オ
教
授
は
次
の
事
由
を
根
拠
と
し
て
、
解
任
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
、
第
一
〇
八
条
の
文

言
が
、
「
次
期
普
通
総
会
ま
で
会
計
監
査
役
の
任
命
は
継
続
す
る
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
表
現
で
は
な
く
、
「
…
…
承
認
さ
れ
る
時

ま
で
そ
の
職
務
を
停
止
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
一
部
の
善
意
の
会
計
監
査
役
が
多
数
派
株
主
の
会
計
監
査
役
交

迭
の
策
略
の
対
象
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
任
不
可
能
論
に
た
つ
と
、
補
充
監

査
役
を
選
任
す
る
の
は
、
第
八
三
条
第
二
項
の
取
締
役
に
関
す
る
規
定
を
類
推
適
用
し
て
、
会
社
と
会
計
監
査
役
と
の
間
の
利
益
衝

突
の
場
合
に
備
え
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
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六
　
会
計
監
査
役
は
そ
の
C
e
n
s
o
r
d
e
C
u
e
n
t
a
s
の
名
称
の
示
す
よ
う
に
、
そ
の
職
務
権
限
は
会
計
の
領
域
に
限
ら
れ
、
業
務

監
査
の
面
に
及
ば
な
い
の
を
原
則
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
監
査
の
対
象
は
業
務
に
関
す
る
会
計
の
成
果
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

業
務
の
適
切
さ
（
召
ｏ
「
ｔ
ｏ
ｎ
－
ｄ
乱
」
ま
た
は
適
合
さ
（
ｃ
ｏ
ｎ
べ
ｅ
ｎ
｛
ｅ
ｎ
ｌ
｝
に
は
及
ば
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
権
限
を
会
計

の
領
域
に
狭
く
限
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ペ
イ
ン
株
式
会
社
法
は
、
イ
タ
リ
ア
法
が
そ
の
監
査
役
官
ｎ
ｄ
‐

ａ
ｃ
ｏ
）
に
付
与
し
て
い
る
よ
う
な
広
範
な
権
限
を
会
計
監
査
役
に
付
与
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

株
式
会
社
法
に
お
い
て
、
会
計
監
査
役
の
権
限
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
、
狭
義
の
会
計
監
査
に
す
る
こ
と
に
は
、
有
力
学
説
は
詩
語
し

て
い
る
。

　
次
に
、
そ
の
権
限
を
株
主
監
査
役
と
会
計
士
監
査
役
と
に
わ
け
て
、
検
討
し
よ
う
。

　
印
　
株
主
会
計
監
査
役

　
株
主
会
計
監
完
投
は
二
名
お
か
れ
る
が
、
会
議
体
を
構
成
せ
ず
、
ま
た
二
名
が
共
同
し
て
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
も
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
な
い
。

　
会
計
監
査
役
の
職
務
権
限
の
第
一
は
会
計
帳
簿
（
ｌ
ａ
　
ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｄ
ａ
ｄ
）
な
ら
び
に
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
あ
ら
ゆ
る
先
行
事
例
｛
｝
‰

Ｑ
ｎ
ｔ
ｅ
・
Ｑ
ｄ
Ｑ
ｎ
ｌ
）
の
監
査
で
あ
る
。
会
計
監
査
に
は
、
事
前
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
も
広
範
に
（
ｃ
ｏ
ｎ
　
ｌ
ａ
　
m
a
-

ｙ
ｏ
ｒ
～
谷
Ｅ
ｄ
）
監
査
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
故
に
、
必
然
に
詳
細
に
監
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

一
方
に
お
い
て
、
取
締
役
の
提
出
す
る
計
算
書
類
・
営
業
報
告
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
社
の
経
済
状
態
お
よ
び
そ
の
取
引
の
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経
過
の
正
確
な
表
示
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
（
一
〇
二
条
）
、
現
実
（
正
確
さ
）
を
反
映
し
て
い
る
か
。
他
方
、
貸
借
対
照
表
の
法
的
構

造
、
資
産
の
評
価
の
基
準
、
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
様
式
に
関
す
る
法
の
要
件
（
一
〇
三
条
、
一
〇
四
条
、
一
〇
五
条
）
が
遵
守
さ
れ

て
い
る
か
、
否
か
を
判
定
す
る
。

　
こ
の
結
果
、
会
計
監
査
役
の
監
査
機
能
は
純
粋
の
会
計
に
限
ら
ず
、
そ
れ
に
影
響
す
る
先
行
事
例
、
す
な
わ
ち
、
該
会
計
年
度
中

に
実
現
さ
れ
た
会
社
の
取
引
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
取
締
役
の
業
務
行
為
も
会
計
監
査
役

の
監
査
の
対
象
と
な
る
と
、
有
力
学
説
は
説
く
。

　
し
か
し
、
会
計
監
査
役
の
監
査
権
は
無
制
限
で
は
な
く
、
株
式
会
社
法
は
制
限
を
課
し
て
お
り
、
取
締
役
は
、
会
社
の
利
益
が
相

当
に
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
、
例
外
的
に
重
大
な
場
合
、
そ
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
株
主
の
利
益
と
企
業
の

利
益
と
が
衝
突
す
る
場
合
、
企
業
の
利
益
を
優
先
さ
せ
て
、
そ
の
公
表
が
企
業
の
利
益
を
傷
う
こ
と
に
な
り
う
る
事
実
を
会
計
監
査

役
が
知
り
、
か
つ
そ
れ
を
株
主
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
法
は
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
会
計
監
査
役
の
職
務
権
限
の
第
二
は
、
取
締
役
が
監
査
役
の
監
査
に
付
し
た
書
類
に
関
し
て
、
三
〇
目
の
期
間
内
に
、
誠
実
な
報

告
書
を
作
成
し
、
承
認
を
提
案
す
る
、
ま
た
は
適
当
と
す
る
修
正
案
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
貸
借
対
照
表
、
損
益

計
算
書
、
お
よ
び
営
業
報
告
書
に
つ
い
て
、
そ
の
正
確
さ
、
お
よ
び
作
成
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
を
確
め
、
さ
ら
に
、
利
益
金
処
分

案
に
関
し
、
利
益
の
実
在
も
同
じ
く
確
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
特
に
、
株
式
会
社
法
で
は
、
従
来
、
商
法
典
で
認
め
ら
れ
て
い
た
単
独
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
質
権
を
廃
止
し
て
い
る
の
で
、
株
主

監
査
役
は
計
算
書
類
の
効
果
的
な
監
査
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
場
合
、
株
主
会
計
監
査
役
は
会
計
に
精
通
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
株
式
会
社
法
は
専
門
家
（
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
ｓ
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芯
c
n
-
c
a
の
y
ら
e
c
~
p
l
n
･
r
）
の
利
用
を
許
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
判
断
は
最
終
的
に
は
会
計
監
査
役
が
な
す
べ

き
で
あ
り
、
故
に
、
会
計
監
査
役
の
補
助
者
を
取
締
役
が
忌
避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
特
定
の

者
の
参
加
が
会
社
に
何
ん
ら
か
の
危
険
を
も
た
ら
す
場
合
、
取
締
役
は
第
一
〇
八
条
第
一
項
末
文
の
規
定
す
る
会
計
監
査
役
の
監
査

権
制
限
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
い
に
。

　
㈲
　
会
計
士
会
計
監
査
役

　
少
数
株
主
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
会
計
監
査
役
は
公
認
会
計
士
協
会
（
I
n
s
t
i
t
u
t
o

d
e
C
e
n
s
o
r
e
sJ
u
r
乱
o
s
）
の
一
員
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
権
限
は
、
法
律
上
、
単
に
会
計
帳
簿
の
監
査
に
限
ら
れ
る
（
一
〇
八
条
二
項
）
。

　
会
計
士
監
査
役
は
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
お
い
て
、
自
か
ら
会
計
帳
簿
、
な
ら
び
に
会
計
上
の
事
実
（
r
h
g
h
o
s
s
n
t
S
F
）

に
関
す
る
文
書
お
よ
び
先
行
事
例
の
す
べ
て
を
監
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
監
査
報
告
書
は
、
総
会
が
別
段
の
決
議

を
し
な
い
限
り
、
貸
借
対
照
表
・
損
益
計
算
書
中
の
資
料
の
正
確
さ
、
真
実
さ
、
な
ら
び
に
そ
の
年
度
中
に
会
社
が
と
っ
た
評
価
・

減
価
償
却
の
み
に
関
す
べ
き
で
あ
る
（
一
〇
八
条
二
項
末
文
）
。
狭
義
の
会
社
の
業
務
の
監
査
の
一
切
に
関
す
る
こ
と
は
会
計
士
監
査

役
の
権
限
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。

　
実
際
に
は
、
会
計
士
監
査
役
の
職
務
は
次
の
こ
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
賃
借
対
照
表
・
損
益
計
算
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
法
令
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
、
否
か
。

　
第
二
に
、
資
産
の
償
却
に
つ
い
て
、
慎
重
さ
（
p
r
u
d
e
g
F
）
と
取
引
慣
行
を
勧
告
す
る
規
則
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
か
、
否
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
株
主
監
査
役
お
よ
び
会
計
士
監
査
役
と
も
に
、
そ
の
監
査
権
は
、
特
定
の
時
期
、
す
な
わ
ち
、
普
通
総
会
へ
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の
計
算
書
類
の
提
出
前
の
時
期
に
行
他
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
前
に
、
会
計
監
査
役
は
何
の
監
査
も
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
会
計
業

務
（
ｏ
ｐ
ｅ
Ｍ
ｃ
｛
ｏ
ｎ
Ｑ
ｓ
ら
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
註
回
｛
ｄ
Ｌ
｝
ま
た
は
業
務
執
行
（
ｏ
ｐ
ｅ
Ｍ
ｃ
‘
ｏ
ｎ
Ｑ
∽
ｄ
ｅ
ｇ
ａ
ｔ
ぎ
ｎ
乙
ｅ
ｎ
ｅ
ｇ
ｏ
ｃ
ｉ
ｏ
ｓ
）
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
、
こ
の
よ
う
に
解
し
な
い
と
、
例
外
的
に
会
計
監
査
役
に
特
別
監
査
を
何
時
に
で
で
も
な
す
こ
と
を
許
し
て
い
る
第
一
〇
九
条

の
意
味
が
な
く
な
る
た
め
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
七
　
会
計
監
査
役
の
義
務
の
う
ち
主
要
な
も
の
の
一
つ
は
、
計
算
書
類
・
営
業
報
告
書
の
承
認
を
提
案
し
、
ま
た
は
適
当
と
す
る

修
正
案
を
作
成
し
て
、
監
査
報
告
書
を
起
案
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。

　
会
計
監
査
役
お
よ
び
専
門
補
助
者
に
課
せ
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
義
務
は
、
監
査
の
成
果
の
漏
洩
禁
止
で
あ
る
。
法
文
上
、
こ
の
禁

止
は
株
主
監
査
役
を
対
象
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
会
計
監
査
役
に
も
同
じ
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
漏
洩
禁
止
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の
目
的
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
企
業
の
経
済
・
財
政
状
況
、
着
手
し
た
取
引
に
関
す
る
情
報
な
ど
が
競
争
会
社
の
手
中
に
入
ら
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
ハ
　
会
計
監
査
役
の
責
任
に
つ
い
て
、
株
式
会
社
法
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
会
計
監
査
役
が
機
関
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
株
主
監
査
役
に
つ
い
て
、
取
締
役
の
責
任
に
関
す
る
規
定
（
七
九
条
、
ハ
○
条
、
ハ
ー
条
）
が
類
推
適
用
さ
れ
る
、
と
解
さ

れ
る
。
次
に
、
株
主
に
あ
ら
ざ
る
、
会
計
士
監
査
役
に
つ
い
て
は
、
そ
の
責
任
は
委
任
の
一
般
原
則
に
ょ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
九
　
株
式
会
社
法
第
一
〇
九
条
は
、
払
込
資
本
の
三
分
の
一
を
代
表
す
る
少
数
株
主
に
新
し
い
権
利
を
認
め
た
。
監
査
役
の
監
査

に
付
さ
れ
る
事
件
ま
た
は
異
例
を
解
明
す
る
た
め
、
何
時
で
も
、
監
査
役
の
特
別
監
査
を
請
求
で
き
る
権
利
で
あ
る
。

　
会
計
監
査
役
の
監
査
機
能
は
常
設
的
な
も
の
で
は
な
く
、
取
締
役
が
監
査
を
受
け
る
計
算
書
類
を
会
計
監
査
役
に
引
渡
す
日
の
翌

日
か
ら
一
ヵ
月
以
内
に
限
り
、
監
査
を
実
施
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
期
間
外
は
、
監
査
役
は
何
ん
ら
監
査
で
き
な
い
し
、
会
計
帳

簿
の
閲
覧
も
許
さ
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
経
営
中
に
違
法
行
為
が
発
見
さ
れ
る
、
ま
た
は
会
社
か
危
険
な
取
引
に
着
手
し
、
次
期
普
通
総
会
を
待
っ
て
い
て
は
、

そ
の
結
果
が
重
大
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
備
え
て
特
別
監
査
請
求
権
が
規
定
さ
れ
た
。

　
特
別
監
査
の
請
求
は
取
締
役
宛
に
な
さ
れ
、
取
締
役
が
そ
れ
を
監
査
役
に
委
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
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一
〇
　
会
計
監
査
役
の
権
限
に
つ
い
て
前
述
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
取
締
役
の
相
対
的
義
務
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
損
益
計
算
書
、
利
益
金
処
分
案
、
営
業
報
告
書
を
、
こ
れ
ら
が
提
出
さ
れ
る
べ
き
総
会
の
開
催
前
に
法
定
の
一
ヵ
月
の

期
間
内
に
、
会
計
監
査
役
が
そ
の
職
務
を
果
せ
ら
れ
る
よ
う
、
十
分
な
猶
予
を
も
っ
て
、
監
査
に
付
す
る
こ
と
で
あ
る
（
一
一
〇
条
）
。

し
か
し
、
取
締
役
が
計
算
書
類
を
作
成
せ
ず
、
会
計
監
査
役
の
監
査
に
も
付
せ
ず
、
そ
の
職
務
を
履
行
し
な
い
場
合
で
も
、
会
計
監

査
役
は
取
締
役
に
代
る
こ
と
は
で
き
ず
、
普
通
総
会
に
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
第
一
を
補
足
す
る
も
の
だ
が
、
会
計
監
査
役
が
そ
の
職
務
の
遂
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
、
そ
の
請
求
す
る
資
料
を

提
供
す
る
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
の
明
文
の
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
第
一
○
八
条
の
文
脈
か
ら
当
然
に
導
か
れ
る
と
説
か
れ
る
。

　
　
（
１
）
　
そ
し
て
、
総
会
が
取
締
役
の
責
任
を
求
め
る
決
議
を
採
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
G
a
y
d
e
M
o
n
t
e
l
l
a
,
　
　
o
p
.
　
　
c
i
t
.
｡
　
P
.
　
4
2
7
.

　
　
（
２
）
　
Ｇ
ａ
ｒ
ｒ
ｉ
ｇ
ｕ
ｅ
？
Ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
ｉ
ｏ
｡
Ｔ
ｏ
ｍ
ｏ
　
ｎ
｡
　
　
ｐ
.
４
１
７
.

　
　
一
一
　
以
上
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
会
計
監
査
役
の
制
度
を
素
描
し
た
。
次
に
、
こ
の
制
度
に
対
す
る
批
判
を
紹
介
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
を
述
べ
よ
う
。
そ
れ
に
は
、
一
九
五
一
年
株
式
会
社
法
立
法
趣
意
書
（
E
x
p
o
s
i
c
i
o
n

d
e
y
{
[
o
に
v
o
s
］
の
な
か
の
文
言
が
も
っ
と
も
よ
く
そ
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、
少
し
長
い
が
そ
れ
を
か
か
げ
よ
う
。

　
　
「
実
際
は
、
監
査
機
関
は
ｌ
取
締
役
会
の
構
成
と
同
様
に
、
多
数
派
の
代
表
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
が
ち
で
あ
り
ー
取
締

役
会
の
利
益
と
異
な
る
会
社
の
利
益
を
代
表
せ
ず
、
そ
の
任
務
の
履
行
に
特
別
の
熱
意
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
監
査
機
関
の
効
能
が

企
業
自
体
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
適
切
な
規
制
な
し
に
と
ど
ま
る
と
も
思
わ
れ
な

い
。
常
設
的
な
機
能
を
有
す
る
監
査
機
関
に
代
っ
て
、
株
主
総
会
に
よ
る
株
主
会
計
監
査
役
の
任
命
を
規
定
し
た
（
…
…
）
。
こ
の
よ

う
に
、
取
締
役
の
自
由
お
よ
び
創
意
を
制
限
す
る
こ
と
な
く
、
…
…
監
査
に
よ
っ
て
、
多
数
派
の
権
限
の
乱
用
に
制
限
を
加
え
る
こ
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と
を
少
数
派
グ
ル
ｌ
プ
に
許
す
、
監
査
制
度
が
こ
の
ょ
う
に
し
て
創
設
さ
れ
た
」
と
。

　
こ
れ
を
見
る
と
、
監
査
役
が
取
締
役
と
同
じ
地
盤
か
ら
選
出
さ
れ
る
弊
害
を
解
消
し
て
、
監
査
機
関
の
独
立
性
、
監
査
の
実
効
を

実
現
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
、
監
査
機
関
の
干
渉
か
ら
取
締
役
の
自
主
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
そ
の
狙
い
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
ょ
う
な
立
法
の
趣
旨
が
果
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
す
で
に
、
▽
九
五
一
年
株
式
会
社
法
の
施
行
の
当
初
か
ら
、
そ
れ
が
「
効
果
的
で
な
く
、
不
適
切
で
あ
る
」
と
、
こ
の
制
度
の
実

現
性
に
疑
問
を
な
げ
か
け
る
ソ
ｌ
ラ
・
カ
ュ
サ
ー
レ
ス
教
授
の
言
は
あ
っ
た
が
、
株
式
会
社
法
の
制
定
か
ら
一
五
年
目
の
一
九
六
五

年
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
大
学
の
ポ
ロ
教
授
は
、
’
株
式
会
社
法
全
般
を
批
判
す
る
研
究
『
株
式
会
社
の
新
た
な
る
変
革
を
求
め
て
』
を
公
に

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
会
計
監
査
役
制
度
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
あ
げ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
企
業
の
実
態
か
ら
、
株
式
会
社
は
小
規
模
の
同
族
会
社
と
大
規
模
会
社
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、

会
計
監
査
役
制
度
は
不
適
切
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
、
会
計
監
査
役
の
制
度
は
有
用
と
い
う
よ

り
、
腹
立
た
し
い
（
ｅ
ｎ
ｏ
首
ｏ
）
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
ょ
う
な
企
業
に
あ
っ
て
は
、
所
有
と
経
営
が
一
致
し
て
お
り
、
法
の

厳
格
な
適
用
が
当
初
は
か
ら
れ
た
た
め
、
当
初
は
（
最
高
裁
判
所
五
七
年
五
月
三
一
日
付
判
決
ま
で
は
）
名
義
株
主
を
多
く
作
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
大
企
業
に
あ
っ
て
は
、
多
数
派
に
反
対
の
少
数
株
主
は
、
会
計
監
査
役
任
命
権
を
行
使
す
る
た

め
に
は
、
資
本
の
一
〇
分
の
一
に
相
当
す
る
株
主
が
結
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
事
実
上
、
不
可
能
事
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

　
次
に
、
第
一
〇
九
条
の
特
別
監
査
に
ふ
れ
て
、
払
込
資
本
の
三
分
の
一
と
い
う
の
は
、
実
質
上
、
取
締
役
を
一
名
選
出
で
き
る
出

資
比
率
で
あ
り
、
事
実
上
援
用
不
能
と
指
摘
さ
八
に
（
日
本
商
法
二
九
四
条
と
比
べ
ょ
）
。

－128－



　
さ
ら
に
、
株
主
監
査
役
に
よ
る
監
査
の
実
態
に
ふ
れ
て
、
そ
れ
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
監
査
報
告
書
は
c
l
i
c
h
e
（
ス
テ

ロ
版
、
き
ま
り
文
句
の
意
）
と
な
っ
て
お
り
、
ス
ペ
イ
ン
の
会
計
監
査
役
制
度
は
、
監
査
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
場
合
よ
り
も
、
一
層

危
険
と
も
言
え
る
、
と
極
言
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
独
立
か
つ
客
観
的
に
職
務
を
遂
行
で
き
る
の
は
公
認
会
計
士
の
み
と
さ
れ
る
。
公
認
会
計
士
制
度
の
発
達
に
望
み
を
託

し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
六

以
上
、
ス
ペ
イ
ン
の
会
計
監
査
役
の
制
度
と
批
判
を
素
描
し
た
。
次
に
そ
れ
を
要
約
し
な
が
ら
、
私
見
を
述
べ
て
、
結
び
に
代
え
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第
一
に
、
会
計
監
査
役
は
株
主
の
な
か
か
ら
選
任
さ
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
、
被
選
者
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
わ
が
国

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
、
会
計
監
査
役
が
取
締
役
と
同
じ
地
盤
か
ら
選
ば
れ
る
と
い
う
弊
害
が
生
ず
る
。
そ
の
た
め
、

ス
ペ
イ
ン
法
は
、
公
認
会
計
士
が
会
計
監
査
役
に
任
命
さ
れ
る
場
合
を
規
定
し
、
そ
の
弊
害
の
解
消
に
努
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ

の
規
定
が
活
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
弊
害
の
除
去
を
求
め
る
に
は
、
取
締
役
と
密
接
な
関
係
を
も

つ
者
を
排
除
す
る
な
ど
、
監
査
役
の
資
格
を
限
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
第
二
、
参
照
）
。

　
第
二
に
、
そ
の
権
限
が
も
っ
ぱ
ら
計
算
書
類
の
監
査
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
会
計
監
査
役
（
特
に
、
株
主
監
査
役
）
の
資
格
と
し

て
専
門
的
学
識
経
験
が
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
専
門
家
の
使
用
も
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
活
動
を
一
層
有
名
無
実

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
そ
の
名
称
の
如
く
、
会
計
監
査
役
の
権
限
は
会
計
監
査
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
学
説
は
こ
れ
に
限
ら
ず
、
あ
る
程
度

業
務
監
査
に
も
及
ぶ
と
す
る
。
わ
が
国
の
一
部
の
学
説
（
山
村
忠
平
教
授
ほ
か
）
と
ほ
ぼ
同
旨
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
監
査
役
の
監
査
が
計
算
書
類
の
株
主
総
会
へ
の
提
出
前
の
時
期
に
限
ら
れ
、
か
つ
取
締
役
が
そ
れ
を
制
限
で
き
る
た

め
、
会
計
監
査
役
は
、
取
締
役
と
比
べ
て
、
そ
の
立
場
は
極
め
て
弱
い
。

　
第
五
に
、
株
主
監
査
役
と
会
計
士
監
査
役
と
の
間
の
意
見
の
喰
い
違
い
の
対
策
、
さ
ら
に
、
上
場
会
社
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
て
い

る
公
認
会
計
士
監
査
と
の
調
整
の
問
題
に
関
し
て
株
式
会
社
法
に
は
規
定
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
も
含
め
て
、
ス
ペ
イ
ン
法
の
今

後
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
公
認
会
計
士
の
実
態
も
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
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